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令和８年産大豆播種前入札取引新規買い手登録申請書の受付について

（公財）日本特産農産物協会

当協会では、令和８年産の国産大豆を対象とした播種前入札取引（以下「播種前入札取引」という）を、昨年と同様、試行として4月下旬と５月中下旬の２回に分けて実施します。
上場数量は、２回合計で集荷数量が1,700トン以上の産地品種銘柄ごとに、その10分の１です。
　この播種前入札取引に買い手として参加するためには、大豆の年産ごとに当協会に登録申請をしていただく必要があります。
播種前入札取引のルール等に関しては、必ず当協会ホームページの「令和８年産大豆播種前入札について」のページ中の「令和８年産大豆の播種前入札取引に係る業務規定」、「令和８年産大豆播種前入札取引に係る買い手登録者遵守事項」及び「大豆の播種前入札取引について」のページ中の「播種前入札取引のルール」、「国産大豆の播種前入札取引の本格実施に係る説明会」部分に掲載されている資料,をご一読いただき、播種前入札取引のルール等を確認してください。
　また、令和８年産播種前入札取引については，おける上場予定産地銘柄の参考として、昨年産播種前入札上場産地品種銘柄をご覧ください。
〇令和８年産播種前入札取引における上場予定産地品種銘柄[image: ]
なお、播種前入札取引への上場は、原則として売り手ごとの生産見込み数量が1,700トン以上の主要産地品種銘柄に限定されており、収穫後入札取引に上場されている産地品種銘柄であっても、播種前入札取引には上場されないものが多いので、新規登録のご検討に当たっては、入手を希望する産地品種銘柄が上場されるかどうかを必ずご確認ください。
参加資格、申請方法等は下記のとおりです。新規登録をご検討されている場合は、必ず協会担当者に参加資格や申請に必要な書類の詳細等について、事前にメール、電話でご照会ください（メールアドレス：takahashi@jsapa.or.jp　電話番号：03-6689-9428　担当者：業務第1部　高橋）。
　なお、事前に連絡・照会がなく提出された申請書類は、受理できない場合があります。
記
１　参加資格
大豆の播種前入札取引に買い手として参加できるのは、大豆を原材料とした加工品の製造を業とする者（法人・個人）、大豆の販売を業とする者（法人・個人）又はこれらの者が組織する法人です（任意団体は参加できません）。
　なお、複数の者が組織する法人の場合は、法律の規定に基づいて共同事業を行うことを目的とし、当該共同事業に、加工業者が組織する場合にあっては大豆を原料とする加工品の製造又は原料大豆の購買に係る事業、販売業者が組織する場合にあっては大豆の販売に係る事業を含み、かつ当該共同事業が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外の対象になる場合に限ります（具体的には、中小企業等協同組合法に基づいて設立された事業協同組合、協業組合等を想定しています）。
２　申請受付期間
令和８年2月19日（木）～　3月3日（火）（必着）
３　申請書類の提出方法
郵送又は宅配便（左記以外の方法（ファックス、メール添付等）は不可）
４　申請書類の送付先
〒103－0013東京都中央区日本橋人形町２－１５－１　フジタ人形町ビル７階
　公益財団法人日本特産農産物協会　業務第1部
５　登録料の払い込み
登録に際しては、登録料として協会に金１万円（消費税10％込）をお支払いいただきます。協会が申請書により参加要件を満たしていることを確認した場合、登録通知と登録料支払いに関する文書を送付しますので、当該文書受領後、協会が定めた納付期間内に指定された銀行口座に登録料をお振り込みください。期限までに登録料の納付が確認できない場合は、登録は無効となります。
６　入札手数料
　大豆入札取引システムのプログラム改良・更新等に必要な経費を確保するため、入札実績に応じて入札手数料をご負担いただきます。入札手数料は、入札を行った買い手登録者ごとに、入札ロット数（１俵を６０ｋｇとする俵数単位による各登録者の入札数量を１ロットの標準的な俵数（１６５俵）で除して求めた値）の総計に３３０円(10％税込み)を乗じた額です。登録者が協会に預託した入札保証金から差し引くことにより納付していただきます。

７　播種前入札取引の申請書様式等
申請者の落札大豆利用目的（大豆の加工、販売又は共同購買）、組織形態（法人又は個人）により提出書類が異なりますのでご注意ください。
申請に必要な様式（「大豆の播種前入札取引に係る買い手登録者遵守事項」の申請書等の様式（記入例を含む）の電子ファイル（ワード又はエクセル）を掲載しましたので、作成に当たっては、ダウンロードしたうえ、印刷して手書きで記入するか、電子ファイルに必要事項を入力して印刷してください。


【買い手登録申請に必要な書類の様式】
①申請者が大豆加工業者である場合
· ○播種前入札取引買い手登録申請書（加工業者用）（別紙様式第1号－A）(word)
· ○大豆加工品製造向けの原料大豆使用実績及び見込み（加工業者用）（別紙様式第2号－A）(word)
· ○大豆播種前入札取引買い手登録者届出事項一覧表（別紙様式第3号）(excel)
· ○入札保証金返還用振込口座届（別紙様式第4号）(word)
· 
②申請者が問屋等（販売業者）である場合
· ○播種前入札取引買い手登録申請書（問屋等用）（別紙様式第1号－B）(word)
· ○落札大豆の販売予定先加工製造業者リスト（問屋等用）（別紙様式第2号－B）(word)
　なお、当該リストに加工業者が組織する共同購買法人が含まれる場合は、共同購買法人の共同購買事業参加者に係るリスト　（別紙様式第2号別添様式）も提出する必要があります。
· ○大豆播種前入札取引買い手登録者届出事項一覧表（別紙様式第3号）(excel)
· ○入札保証金返還用振込口座届（別紙様式第4号）(word)
· 
③申請者が加工業者の組織する共同購買法人である場合
· ○播種前入札取引買い手登録申請書（共同購買法人用）（別紙様式第1号－C）(word)
· ○大豆加工品製造向けの原料大豆共同購買実績及び見込み（共同購買法人用）（別紙様式第2号－C）(word)
· ○共同購買法人の共同購買事業参加者リスト（別紙様式第2号別添様式）(word)
· ○大豆播種前入札取引買い手登録者届出事項一覧表（別紙様式第3号）(excel)
· ○入札保証金返還用振込口座届（別紙様式第4号）(word)
【上記様式以外の添付資料（全登録申請者共通）】
①申請者が法人である場合
· ○法人の定款
· ○法人の登記事項証明書（履歴事項全部証明書）
· ○直近の決算に係る貸借対照表及び損益計算書
· ○国税庁が発行した法人番号指定通知書の写し又はこれに替わる法人番号が記載された書類（法人番号は基礎番号に検査用数字
　（チェックデジット）を加えた13桁のものであること（登記事項証明書記載の12桁の番号は不可））
②申請者が個人である場合
· ○印鑑証明書（登録申請書（別紙様式第1号）に押印した代表者印に係るもので、発行日から3か月を経過していないもの）
· ○申請者の住民票（抄本）
· ○申請者の履歴書（様式は自由、大豆の加工、販売等の業務実績に係る履歴を含めること）
· ○申請時の事業用預貯金の残高を示す資料（金融機関が発行する残高証明書等）及び前年の所得を示す資料（市町村が発行する所得証明書等）
【買い手登録後に必要な書類の様式】
· ○大豆の播種前入札取引に係る買受け申込み関係書類の提出について（別紙様式第5号）(word)
登録者が問屋等の場合に必ず提出する必要がある書類です（登録者が加工業者又は共同購買法人である場合は提出不要です）。登録申請時に提出することはできません。
· ○落札大豆販売予定先加工業者等が問屋等に提出する落札大豆買受け申込み関係書類の例　
· 　例1　一般の加工業者の場合（別紙様式第5号の別紙）(word)
· 　例2　共同購買法人の場合（別紙様式第5号の別紙(word)
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